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平成27年12月橋本市議会定例会会議録（第５号）その３ 

平成27年12月10日（木） 

                                          

（午前10時40分 再開） 

○議長（中本正人君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

                     

 日程第16 議案第12号 橋本市債権管理条

例について 

○議長（中本正人君）日程第16 議案第12号 

橋本市債権管理条例について を議題といた

します。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）第８条なんですけど、

51ページです。「市長は市の債権について履行

期限を繰り上げることができる理由が生じた

ときは」とあるんですけども、履行期限とい

うのは普通は債務者がその利益を持っている

ので、市長が一方的に繰り上げるということ

は普通一般論としてはできないんですけども、

この場合特別な何か、それを排除できる何か

があるんですか。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）この規定につきま

しては、地方自治法施行令を引用しておりま

して、特別な理由といたしましては、破産手

続きの開始の決定等の事由が発生して、履行

期限到来前の債権の期間の繰り上げが必要な

場合等はこれに該当いたします。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）ほかにありますか。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）ほかにといいます

か、破産手続き開始以前以外のという意味な

んですね。破産開始以前以外に裁判所からそ

ういう決定といいますか、要するに配当要求

とかそういうふうな事例が発生した場合には、

この規定を適用するというふうに考えており

ます。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第12号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 

                     

 日程第17 議案第13号 橋本市地方活力向

上地域における固定資産税の不

均一課税に関する条例について 

○議長（中本正人君）日程第17 議案第13号 

橋本市地方活力向上地域における固定資産税

の不均一課税に関する条例について を議題

といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第13号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 

                     

 日程第18 議案第14号 橋本市立文教施設

維持管理協力金徴収条例について と、日

程第19 議案第15号 橋本市立文教施設基

金条例について の２件 

○議長（中本正人君）日程第18 議案第14号 

橋本市立文教施設維持管理協力金徴収条例に

ついて と、日程第19 議案第15号 橋本市

立文教施設基金条例について の２件を一括

議題といたします。 
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 これより、２件一括して質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 20番 辻本君。 

○20番（辻本 勉君）ちょっと一点といいま

すか、大事な部分についてお尋ねしたいと思

います。 

 社会教育、生涯学習という、この充実とい

うのは、これは市民間、地域間のコミュニテ

ィの発展、そして地域の活性化、橋本市の活

性に果たしてきた役割というのは大変大事で

あります。それは、公民館を中心とした活動

であります。それに伴いまして、これも他市

にも例がないといいますか、橋本市は本当に

他市に誇れるものであります。そんな中で、

今回の改革なんですけども、利用者にとって

は大変大きな改革であると思いますので、手

順といいますか、それをきちっと踏んでいく

べきでありますし、利用団体の理解も必要で

あると考えます。 

 そんな中で、公民館関係でいきますと、ま

ず公民館運営審議会というのがあるんですけ

ども、その中で議論をされたのかどうか。そ

して、その次には社会教育委員会議、これも

この辺についての議論をする場ではないんか

なと。また、教育委員会議でも当然されてお

ると思うんですけども、この辺の中で手順を

踏んで議論はあったのかどうか、そして、あ

ったんであればその内容についてお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）議員のおただしに

お答えをいたします。 

 まず９月議会におきまして使用料の改正の

条例を上げさせていただきました。その後、

この協力金ということになるわけでございま

して、いわゆる社会教育認定団体を認定して

教育委員会議に付議をする社会教育委員会、

それから、もちろん教育委員会で事前にこう

いう考え方を教育委員会として協力金をいた

だいていく考えがあるということで、事前に

そういう方向性をまずお知らせはさせていた

だきました。 

 それから、その後、今回12月議会に本条例

案を上程させていただくについて内容を教育

委員会議、それから社会教育委員会議で報告

をさせていただいております。教育委員会議

においては特に大きな意見というのはござい

ませんでしたが、社会教育委員団体につきま

しては数々のご意見をいただいております。

主なものとして、社会教育関係団体の活動が

文化の拠点である。また、高齢者が公民館に

参加することは、長い目で見れば重度の介護

を必要としない活動につながる。介護費用の

増加を考えれば修正できないか。現在、生涯

学習推進計画を策定しておるんですけれども、

このような重要な時期にこのような内容が出

てくることは納得できない。生涯学習推進計

画策定に参加させていただいておるが、これ

ではこの計画をつくる意味がない等のご意見

をいただきました。 

 その後、社会教育委員の皆さんも一度市長

と協議をさせてほしいということで、そうい

う場も設けさせていただいた中で、社会教育

委員会議の委員方には概ね納得していただい

ているのかなというふうには、理解していた

だいているのかなというふうには認識をして

おります。 

 ただ、ご指摘の公民館運営審議会について、

教育委員会、公民館の不手際がありまして、

事前に説明することはできませんでした。公

民館運営審議会の会長様に今議会でこういう

お話をさせていただく事前のお話ができなか

ったということで、電話でしたですけどもお

わびをさせていただいて、事後になりますけ

ども一度報告会を開いてくれというようなこ

とでご了解をいただいております。 
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 以上です。 

○議長（中本正人君）20番 辻本君。 

○20番（辻本 勉君）基本的には公運審をま

ず開くべきやと思うんですね。公運審はそし

たら何のためにあるんですか。公民館運営審

議会を開いて、公運審を開いて、そこで議論

してもらうと。今、話を聞いた報告と言うて

るでしょう。報告ではだめなんでしょう。公

運審って審議するところですよ。そこへきち

っと上げて、そこで審議をしていただいて、

それをもって社会教育委員会議もせないかん

し、教育委員会もせなあかんと僕は思います。

それが本来の手順やと思いますよ。全くその

手順が踏まれてないというのは、はっきり言

うて大変遺憾といいますか、おかしいんでは

ないかなと思うんです。 

 まして、社会教育委員会議の話が出ました

けども、私の情報では社会教育委員全員反対

やと聞いていますよ。それと、教育委員会議

の中でほとんど意見がなかったということな

んですが、お一人意見出してるはずですよ、

具体的な意見を。その辺、どうなっているん

ですか。全くなかったって。教育委員会議で

こういう話をして、全く話も出えへんという

のは、そもそも教育委員の役割を果たしてな

いということでしょう。その辺どうですか。 

 まして、公運審に報告するということなん

ですけども、今、これ通りますと、１月から

来年４月以降の申し込みをしに行くわけでし

ょう、各種の団体が公民館を使用するのに。

そしたら、そんな１月までに周知徹底できる

んですか。ちょっと公運審の問題、報告では

あかんという話と、これ議案として上がって

きていますので、付託されるので、おそらく

結論は出ると思うので、そやからもっと早く

公運審の議論をやっぱりせんといかんでしょ

う。後のその問題、万が一といいますか、こ

れが通ったときに市民にどないして、利用団

体にどないして周知徹底していくんなと。１

月入って早々にあれでしょう。皆さん休んで

いる間にでも市民の方は申し込みに来るんで

すよ、４月からの分は。その辺ご答弁、再度

いただけますか。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）まず、社会教育委

員会議におきまして、全員が反対といいます

か、おっしゃったのは事実でございます。私

たちの総意として反対やということを市長に

伝えてほしいという意味で反対やということ

を私としては受け取らせていただいて、市長

にも報告をさせていただきました。 

 確かに公民館運営審議会の議論というのが

できてないと、誠に手順の悪い話でおわびす

るしかないんですけれども、しっかりとこの

意味の理解を求めて、周知徹底を図ってまい

りたいというふうに思っております。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

 ８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）今は手続きのことで質

問されましたけれども、そもそもこの文教施

設維持管理協力金という、この協力金という

のはどういうものなのかということと、それ

と、維持管理に資するということなんですけ

れども、維持管理のうちでもどういうものに

使うのかということと、それと朝日新聞に載

ったんですけど、だいたい13年度と同等だっ

たらば、年間約350万円集まると見ているとい

うことなんですけれども、そのまず二点お願

いします。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）まず、協力金の使

用目的でございますけれども、議案第15号で

基金の条例も入れさせていただいております。

いわゆる、一旦協力金をいただいて、それを

基金に積み立てて、今後老朽化しておる各公

民館と公民館の施設等の維持修繕に充ててい
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くことだけの目的で協力金をいただくという

ものでございます。 

 もともとこの基本となります文教施設の利

用に関する条例の中の文教施設といいますの

は、中央も含めた公民館、教育文化会館、そ

れから地区公民館、それから学校施設という

ことになっております。既にこの文教施設の

うちの学校施設につきましては、施設の使用

料とは別に電気料がございまして、午前、午

後、夜間問わず510円の電気料を社会教育関係

団体も含めて徴収をさせていただいておると

いうこともございまして、今回公民館等の文

教施設についても、その維持管理に努めるが

ための基金として積み立てるということで、

協力金を設定させていただくものでございま

す。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中本正人君）指摘してください。 

○８番（阪本久代君）この協力金というもの

がそもそもどういうものなのか、位置づけと

いいますか、使用料でもないしという、どう

いうものなのかということ。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）あくまでも協力金

ということで、使用料ではございません。使

用料は今までどおり社会教育認定団体等を含

めて、減免は、免除はさせていただいていく

つもりでございますし、そこのところをさわ

ることはありません。ただ、協力金というの

は、先ほども申し上げたように、施設を維持

管理していくために、現在維持管理に必要な

光熱水費がかなり高額な部分で必要になって

おります。1,000万円ぐらいの、例えば教育文

化会館にしても1,000万円ぐらいの光熱水費

が必要なわけでございまして、その中から一

部300円、もしくは500円程度の協力金をいた

だくというものでございます。 

○議長（中本正人君）８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）今、光熱水費がかかっ

ているという話をされたんですけど、その前

には老朽化している公民館の維持修繕にだけ

使うというふうにおっしゃられて、その整合

性がまず一点と、あくまでも協力金だという

ことですので、拒否することができるのかど

うか、その二点についてお願いします。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）施設の老朽化との

整合性といいますか、老朽化してくることに

よって今後維持管理がかなり、例えば修繕で

すとかというお金の必要が生じてくると。加

えて、施設の維持管理に経費を要しておると

いうことで、その一部を協力金としていただ

いて維持管理に充てていくということの意味

でございます。 

 それから、拒否できるのかということです

けれども、基本的にこの協力金を免除させて

いただくことができるのは、市内の小・中学

校が主催する事業ですと、それからあと市の

主催、もしくは公民館の主催される事業とい

うようなことを考えております。詳細は一部

まだこれから詰めなければならない部分もご

ざいますけれども、それ以外のものにつきま

しては協力金を徴収させていただくというこ

とになります。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）協力金という名前です

けども、実質考えたら、出すほうにとっても

協力金であれ使用料であれ同じで、使用料を

新設したのと実質的には同じと考えてよろし

いですか。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）言葉の問題かもわ

かりませんが、あくまでも協力金というふう

に考えております。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 
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 ７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）お聞きします。 

 まずはじめに、私調べましたが、公民館、

これは社会教育法で書かれておりますが、目

的ということで、公民館は市町村、その他一

定区域内の住民のために実際生活に即する教

育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、

もって住民の教養の向上、健康の増進、情操

の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の

増進に寄与することを目的とするということ

を書いております。 

 先ほどの答弁にもありましたが、協力金、

使用料、言い方を変えているだけでお金を取

ることには変わりないんです。ですから、使

用料と受け取られてもしようがないと私は思

いますので、実際にこういう公民館、教育基

本法に書かれているこの立場から、この目的

からいいますと、公民館をこれから使用する

のが減ったり、控えようかということになっ

たら一体どうするんですか。それについてお

聞きします。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）社会教育法にうた

われた公民館の意義というのは十分に理解し

ております。それから、社会教育法の根本と

して、地方公共団体等は社会教育の醸成、生

涯学習の推進のためにいろいろな手だてを打

つということが根本原則としてうたわれてお

るというふうに思っております。ですので、

減免、免除をしていくことは今後も変わりま

せん。ただ、老朽化が激しくなってくる施設

の維持費の一部を協力金として負担していた

だきたいということの条例でございますので、

ご理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）もう一つ調べましたが、

長崎大学の田崎さんという方なんですが、こ

の人が研究発表みたいに論文を発表されてお

りまして、そこをちょっと読んでみたいと思

います。この方の研究発表によりますと、こ

のように書いております。前段ちょっと省き

ますが、途中から申し上げます。こういうふ

うに書いています。「さらに住民の学習活動に

対し国及び地方公共団体は教育基本法第２条、

第３条、第７条により、施設の使用等を含め

て教育の目的実現のために努めなければなら

ないことは法文上明らかである。したがって、

住民の生涯学習権の」、学習権です。「住民の

生涯学習権の権利内容には権利行使の一形態

として施設使用権を認むと解すべきである」

と書いております。ということで、続けてこ

のように書いておりまして、さらにこう書い

ています。「施設の使用料については、地方自

治法第225条に法的根拠を持つ」、根拠を持っ

ていると書いております。「この条項には収入

の一種として使用料を認めたものであって、

公民館等使用料の徴収を積極的に義務づけて

いるのではない。特に公民館使用にあたって

は、学習権利内容としての施設使用権の行使

として、公民館使用料無料の原則を貫かなけ

ればならない」と書いています。 

 市民のそういう学習権を守る立場から、先

ほども申しました公民館の目的とあわせて、

公民館から使用料という、協力金といいます

が、結局お金を徴収するわけですから、言い

方を変えているだけで、協力金も使用料も私

は同じだと思います。ですから、使用にかか

わる料金を取ることは問題だというふうにこ

の学者はおっしゃっているわけでございます。

ですから、市民の公民館を使用する権利とし

て、当然自由に使用料を取らないでやること

が当然当たり前のことだと思います。 

 それでちょっとお聞きしたいんですが、こ

の条例にそぐわないと私は思いますが、他市

でこんなことをやっているところがあるかど

うかを調べましたかどうかお聞きしたい。そ
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れと、厚労省へこんなことをこれからするん

だということで打診するなり調査したことは

あるかどうか聞きたいと思います。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）前段で議員お話し

の部分につきましては、そういうことがある

ので、従前から使用料を全額免除してきたと

いうことでご理解をいただきたいと思います。

後段の部分の、あと他市の状況を調べたこと

があるかというようなことでございますが、

一部調べ始めようかというようなことも考え

ましたが、あくまでも施設の維持管理のため

の協力金ということでございまして、市独自

の判断であるということで、その後調べるこ

とは控えさせていただきました。それから、

厚労省に問い合わせたことはございません。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

 11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）今の答弁なんですけれ

ども、協力金ということなんやけども、実際

徴収という言葉がついた場合、これは強制権

が出てきますわね。というところを考えた場

合に、実質使用料ではないかというふうに考

えるんですけれども、そこの部分で、例えば

滞納しない形をとるんでしょうけれども、非

強制徴収債権とかになってくるので、これは

実質使用料の値上げとしか見れないんですけ

れども、そのあたりについてはいかがでしょ

うか。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）実際の徴収につき

ましては、市の会計、規則に基づいて現金徴

収をさせていただくということになりますが、

私どもとしては使用料ではなく、あくまでも

協力金ということで考えております。 

○議長（中本正人君）17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）14条、15条につきまし

ては、一応文教のほうに付託となる案件だと

思いますので、あまり深く追求することは避

けたいと思いますが、老朽化によるこの施設

の維持管理、それについては今後かなり老朽

化している施設もたくさんありますし、公民

館以外の施設もいろいろ老朽化してきており

ます。そのことについて市民に協力をしてい

ただくということは理解できます。それはそ

れで、やはりやり方というんですか、そうい

ったもので、やっぱり条例もちゃんとつくっ

て、公平に協力をしてもらうよという、そう

いう形の協力金だと思うんですが、ただ、先

ほど20番議員が質問されておりましたように、

その点についての協力をしていただくための、

やはり市民の皆様にきちんとそういう公民館

の団体、例えば運営委員会とか、あるいは、

今公民館を使っておられる障がい者団体とか、

そういう弱い立場、それから老人会、いろい

ろ使うと思うんですけども、市が直接公民館

の施設として使う場合は、これは無料ですよ

と。それ以外は、学校とかそういう公民館が

主催をして直接やるという意味ではお金は要

らないけれども、それ以外の団体にはみんな

にちょっとずつ協力してもらうんやという、

こういう趣旨のものであれば、条例を上げる

ということも大事やけど、やはり市民の皆さ

んにちゃんと説明をして、そして各種団体の

方にも説明をして、理解をしていただくとい

うことが大事かなと思います。 

 それが12月に議会が文教で付託になって、

採択された後に、いつから執行されるのかわ

からんけれども、そういうことも含めて、こ

の問題についてはいろいろ私たちも聞いてお

ります。例えば美術家協会、文化協会ですね。

そういう協会については、橋本の文化・芸術、

そういうものをどう考えておるんだと。こん

なこともいっこも考えてくれやんと金取んの

かいというような話もまさに入ってきており

ますね。 
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 そういうことで、あるいは障がい者団体の

方々についても、そういったことで市長の判

断に基づいて、あるいは教育長の判断になる

んかわからんけども、それに基づいて、要す

るにそういう減額制度とか、運用とか、条例

はこうであっても、要するにそういう弱い立

場の団体については、やはり何らかの形で、

要するに協力金は半額にするとか50％にする

とかというようなことで、そういうことで何

もかも一括でということではなくて、そうい

うことも考えていく必要があるんちゃうんか

なと。何もかも一括でやるということでなく

てね。そういうことも、条例が通った後に、

運用の面で市長と当局ともいっぺん話し合い

をして、できるんかどうかということをちょ

っとお尋ねしておきます。これは絶対できや

んねんというのか、できるようになるかもわ

かりませんよというのか、そこのところをや

っておけば、我々もまた説明をする機会を得

て説明もできると思うので、そこのところを

ちょっと聞かせてもろといたらと思います。

文教に付託しますけども、私は文教におらな

いので、その点も含めて文教で議論、かんか

んがくがくやってもらえると思いますけど、

その点ちょっと聞かせといておくれよ。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）ただ今のご質問にお

答えします。 

 まずその前に、社会教育団体等からの公民

館の使用料の徴収についてですけども、他の

自治体におきましては、例えば減免措置を

100％にするんではなくて、80％であるとか、

度合いによって50％という減免措置をとって

いる自治体がかなり多くなってきています。

また、使用料無料の自治体であったものがや

はり同じような状態で、例えば社会教育団体、

またサークルについては５割というふうな形

の使用料を取っている自治体もございます。

橋本市の場合は、やはり地区公民館、また中

央公民館、使うにあたって、自助・共助・公

助の観点からいうと、共助の観点で、自分た

ちでやはり公民館もつくっていこうやないか

という主体的な立場に立っていただく、そう

いう気持ちで協力金の条例をお願いしている

ところです。 

 今議員おただしのとおり、これから例えば

障がいをお持ちの方々が使われる場合である

とか、また、いわゆる市の文化発展のために

貢献していただく団体であるとか、また小中

学生が使う場合であるとか、さまざまなこと

があろうかと思います。また、公民館主催の

行事をする場合、こういう場合については受

益者負担ではなくて、やはり橋本市の文化の

向上ということにつながってくると思います

ので、教育委員会のほうで精査させていただ

きまして、一つ一つの公民館の使用されてい

るサークルのありようも再点検させていただ

いて、この場合はもう無料にしますというこ

とでお互い協議を深めていきたいと。その辺

あたりの線引きについては、使用されている

社会教育団体、またサークルともしっかり協

議をして、ご理解をいただきたいと思ってい

ます。 

 ただ、公民館につきましては随分老朽化し

ております。例えば学文路地区公民館のエア

コン等についても、一刻も早く実は直して使

用していただきたい。快適な活用をしていた

だきたい。そのための基金でございます。そ

れと、もう一つ教育委員会議の中でもこうい

うお話をさせていただいてご理解をいただき

ましたけれども、基金条例の中で基金の積み

立てで損失が出ないかどうか、そんな損失の

出ない積み立てをしてくださいというお話は

聞かせていただいています。 

 以上です。 

○議長（中本正人君）17番 井上君。 
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○17番（井上勝彦君）それはそういうことで、

教育長、考えていっていただけたらと思いま

すし、もう一つ、公民館活動というのは、橋

本市にとって大事な一番柱ですね、社会教育

の。そういう長年の高野口、橋本については

特に文化・芸術・歴史、そういったものはか

なりレベルも高いところにあると私は思って

おります。これは橋本市全体の中で、伊都・

橋本全体ですけども、レベルが相当高いんで

す。それをやはりもっともっと充実させてい

くという、公民館の中で充実させていくとい

う、これはステップになっていくと思うんで

す。そういうために、例えば協力金はという

ことであれば、例えば優良企業に幅広く公民

館の老朽化についても協力金として、何とか

協力してよというようなこともやっぱり広げ

ていくことによって、平等性というよりも、

弱い立場の人からお金を吸い上げるんじゃな

くて、そういう協力してくれる企業にもお声

かけをして、公民館活動に協力してもらえん

かいなと。基金積み立てをしておけば、老朽

した施設を改善することもできると。企業も

老朽化に貢献したんやということにもなって

くるので、そういったことも含めて検討して

もらえたらなと、私はそない思います。教育

委員会、あんまり固い頭持たんと、もうちょ

っとやわらかく、やわらかい教育長でござい

ますので、そういうところで幅広く考えてい

ってもろたらありがたいなと思うんですけど

も、その点はどうですか。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）井上議員の質問にお答

えをします。 

 確かにそういう協賛していただける企業が

あれば、私たちはどんどん受け入れたいと思

っています。ただ、サマーボールでもなかな

か企業協賛金が集まらない中で、それが果た

して可能なのかという問題もありますけども、

そういうことは検討もしていきたいですし、

またクラウドファンディング、今二つやる予

定にしていますけども、こういうことで当て

はまるのかどうかというのも、一度教育委員

会のほうに検討してもらいたいと思います。 

 先ほどからいろいろご意見いただいている

んですけども、ただ、このままいきますと、

公民館の老朽化に対して、果たしてお金を財

政的に入れていけるかという問題もあります

し、また、紀見公民館、学文路公民館の建て

替えの問題も含んでいます。また、平成29年

４月から消費税も上がるということで、さら

に公民館、文化会館もそうですけれども、運

営費用が上がる一方になってきます。そうい

う中で、果たしてどの程度までうちのいまの

この５年間厳しい財政状況の中でやっていけ

るんかという問題も抱えておりまして、これ

は私が指示したことなので、あまり教育委員

会を責めらんといてほしいんですけども、や

はり５年先、10年先を考えたときにどういう

方法があるのかなと。やっぱり公民館という

のは将来的には中学校区の中でしっかりと運

営をしていただきたいなと。地元のここは宝

なので、ここで運営をしていただくような将

来的なビジョンも持ってこれから考えていか

なあかんのかなというふうに思っています。 

 先ほど社会教育団体の話もありましたけど

も、本当に今160団体あります。それを減免し

ているということは、市から補助金を出して

やってもらっているのと同じことやと思うん

ですよね、私は。本当は、教育長が言いまし

たように、この団体には100％、この団体には

60％、この団体には50％、30％というふうな

区分ができればいいんですけども、なかなか

そこまでやり切るのは非常に難しいかなとい

うふうに思っています。その中で、ぜひ公民

館、文化会館を自分たちのものやという認識
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を持ってもらって、これは電気代ぐらいのこ

としか考えていませんし、そのお金は決して

一般会計へ入れるんではなくて、公民館の今

後発生する修理の部分、あるいは備品も買わ

なあかん部分も出てこようかと思います。そ

のために各公民館で徴収したやつを積み立て

ていただいて、できるだけ早い時期に修繕で

きるような形をつくり上げておきたいなとい

う思いがあります。 

 ５年間本当に厳しい財政状況の中で、こど

も園もなかなかこの先難しい、一旦ゼロから

見直そうかというふうな考え方も持っていま

すし、公民館の建設についても、非常にどう

やって財源を確保しようかという問題もあり

ますし、そういうことも含めて、本当に将来

の公民館、文化会館が、文化会館の建て替え

なんてとても無理ですから、できるだけ建て

替える財源ができるまで大切に使っていただ

くということも市民の皆さんにお願いをして

いきたいなというふうに思っています。その

中で電気代ぐらいはぜひ負担をしていただい

て、それは決して市のものに使うんではなく

て、公民館に基金を積んで、その公民館で使

っていただくというふうな趣旨があります。 

 先ほど、文化協会も出てましたけども、そ

ういう市が協賛して展示会をするとか、そう

いう部分については当然減免というふうに教

育委員会のほうも判断されると思いますので、

これは唐突な提案になっていますけども、た

だ、こういうことをぜひ市民の皆さんにもわ

かってほしいと。公民館運営審議会通してい

ませんけども、ただ、やっぱりこういう状況

の中で私たちも社会教育、生涯教育をさらに

進めていきたい。そのためには、やっぱり市

民の皆さんの協力も必要やということで考え

たものでありますので、文教のほうでしっか

り話し合いをしていただければというふうに

思っておりますので、私も文教委員会の結果

を待っておりますけども、そういう本当に将

来を考えた形を考えておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第14号と

第15号の２件については、文教厚生委員会に

付託いたします。 

                     

 日程第20 議案第16号 橋本市歴史文化的

景観保全条例について 

○議長（中本正人君）日程第20 議案第16号 

橋本市歴史文化的景観保全条例について を

議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第16号に

ついては、文教厚生委員会に付託いたします。 

                     

 日程第21 議案第17号 橋本市行政手続に

おける特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例

について 

○議長（中本正人君）日程第21 議案第17号 

橋本市行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ７番 髙本君。 
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○７番（髙本勝次君）お聞きします。条文を

読む限り、いろいろ市に届出書を手続きする

ときに、個人ナンバーの番号、マイナンバー

の番号を必ず記入するというのが義務づけら

れるんですか。ちょっとお聞きしたいんです

けど。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）この規定は、趣旨

にも書いておりますけども、マイナンバーの

利用範囲につきましては、社会保障、税、災

害対策に関する事務で利用することが規定さ

れておりますけども、それに類する部分につ

いて、市で内部のほうで利用ができるという

ふうな規定になっておりますので、その話と

はまたちょっと別の話になってきます。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第17号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 

                     

 日程第22 議案第18号 橋本市介護保険条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（中本正人君）日程第22 議案第18号 

橋本市介護保険条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）マイナンバーが個々人

に配付されて、保険料の徴収猶予と減免の場

合に、マイナンバー、個人番号も記入すると

いうことになっているんですけれども、例え

ば、どこかになくしてしまったであるとかよ

くわからないよという場合も出てくるんでは

ないかと思うんですけれども、その場合に、

書かずに済ませることができるのでしょうか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）この条例につ

きましては、先ほどの総務部長と同じような

答弁になるんですけれども、この条例に定め

ている様式の中に、いわゆるここでいう個人

番号という欄を設けるというだけの条例とい

うことでございます。実際、本人からそうい

うふうな申し出があって、実際その現場で忘

れましたよとかいうときであれば対応は可能

かと考えています。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第18号に

ついては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 これより討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第18号 橋本市介護保険条例

の一部を改正する条例について を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 
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 日程第23 議案第19号 橋本市住民基本台

帳カードの利用に関する条例を

廃止する条例について 

○議長（中本正人君）日程第23 議案第19号 

橋本市住民基本台帳カードの利用に関する条

例を廃止する条例について を議題といたし

ます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第19号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第19号 橋本市住民基本台帳

カードの利用に関する条例を廃止する条例に

ついて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第24 議案第20号 橋本市印鑑登録及

び証明に関する条例の一部を改正する条例

について と、日程第25 議案第21号 橋

本市手数料条例の一部を改正する条例につ

いて の２件 

○議長（中本正人君）日程第24 議案第20号 

橋本市印鑑登録及び証明に関する条例の一部

を改正する条例について と、日程第25 議

案第21号 橋本市手数料条例の一部を改正す

る条例について の２件を一括議題といたし

ます。 

 これより、２件一括して質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第20号と

議案第21号の２件については、総務委員会に

付託いたします。 

                     

 日程第26 議案第22号 橋本市税条例等の

一部を改正する条例の一部を改

正する条例について 

○議長（中本正人君）日程第26 議案第22号 

橋本市税条例等の一部を改正する条例の一部

を改正する条例について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第22号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 

                     

 日程第27 議案第23号 橋本市立こども園

条例の一部を改正する条例について と、

日程第28 議案第24号 橋本市立保育所条

例の一部を改正する条例について の２件 
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○議長（中本正人君）日程第27 議案第23号 

橋本市立こども園条例の一部を改正する条例

について と、日程第28 議案第24号 橋本

市立保育所条例の一部を改正する条例につい

て の２件を一括議題といたします。 

 これより、２件一括して質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 20番 辻本君。 

○20番（辻本 勉君）橋本こども園の関係な

んですけども、住所が東家二丁目１番23号一

本になっているということなんですが、付則

のところで、この条例は平成28年４月１日ま

での間において規則で定める日から施行する

となっておるんですけれども、これは間のい

つにこの規則を定めるんでしょうか。これは

こども園、今現在２箇所でやっているんです

けども、こども園が完成すれば１箇所になる

ということなんですが、そのときに規則で定

めるということだと思うんですけども、それ

はいつなんでしょうか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）今ご質問の施

行日、施行期日の関係でございます。これは

別途規則で施行期日を規定することになって

ございまして、これは新園舎での保育、教育

の開始する日、いわゆる新園舎開園日を予定

してございまして、現時点、来年の２月15日

を予定として調整中でございます。 

○議長（中本正人君）20番 辻本君。 

○20番（辻本 勉君）ただ今、来年２月15日

に定める日になると思うんですけども、施行

するということなので、開園予定ということ

なんですが、この辺について、以前からお願

いをしておったんですけども、当然、園児や

保護者に大変なご迷惑をおかけしたと。本来

ならば、本年の４月から開園だったんですけ

ども、ご迷惑をおかけしたということで、こ

ども園の問題につきましては、やはり子ども

が最優先、子どもの問題が最優先、そしてそ

れを持つ保護者、親の意見を最優先にしてく

ださいというお願いもしておりました。これ

は市長にも議場でも言うていると思うんです

が、この辺について、２月15日という変則的

な開園日に予定しておるということについて、

十分な議論といいますか、保護者に対しての

十分な説明、保護者意見をきちっと求められ

たのかどうか。本来、集まって説明といって

もなかなか来れない、小さい子どもを抱えた

お母さん方がなかなか説明会にも来れないと

いう状況だと私は思うんです。夜にやると、

当然食事の用意とかをしなくてはいけないと

いうことになりますと、なかなかやりにくい

ということになれば、当然、全保護者に対し

てアンケートをとるなりの意向調査をすべき

だったと思うんですけども、その辺について

答弁いただけますか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）ご指摘のとお

り、工事の遅延ということで開園が遅れてお

るという、こういう実態がございます。今ま

での経過等については文教厚生委員会で次回

報告させていただく予定としておりますが、

今までの取り組みといたしましては、11月10

日に一応文書にて、いわゆる新築工事の進捗

状況等を考えれば、２月中旬頃からは受け入

れ可能な時期になるということで、12月はじ

めに完成見込み時の説明会をさせていただく

旨の文書を送付させていただいております。 

 また、12月８日に実は説明会を開催してご

ざいます。今ご指摘の出席者の方々、約50％

程度でございました。この開催にあたりまし

ては、当然、２月15日以降は現場は受け入れ

可能になりますという市側の説明、それとこ

ども園側、いわゆる運営法人側にもその旨事

前に伝えておりましたので、運営法人側の考

え方としても２月15日から開園したいという
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ふうなお話がございました。市としては、こ

ういうふうなご迷惑をかけてきた中で、気持

ちとしては一日も早い新園舎での保育・教育

という気持ちはございます。もともとござい

ます。 

 加えまして、今ご質問いただいたように、

園児の方々を中心に考えていくというときに、

やはり日頃、保育、教育に携われている運営

法人が一番実情等に詳しいということで、保

護者の方々の意見をいただきながら、運営法

人のほうで新しい園舎の開園期日を決めてい

ただくということとしております。そういう

ふうなこともありまして、２月15日の考え方

を示した上で説明会を開催いたしました。 

 実際、その中で、私も同席させていただい

たんですけれども、実は１件は４月１日でも

いかがですかというご意見はございました。

ただ、大半、十数件あったと思います。の中

では、そういうご懸念よりも、保育・教育の

内容についてどういうふうになりますか、あ

るいは、園児の送り迎えの関係の問いあわせ

とか、そちらのほうのご意見が多かったので、

私どもとしては２月15日というスケジュール

がほぼ受け入れていただけるのかなという感

触は現在持って、これから調整していくとい

う段階でございます。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

 11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）今、20番議員の答弁だ

ったんですけれども、そもそもこの開園の主

導権というのは市なのか、指定管理者なのか、

保護者・園児なのかというところが気になり

ます。といいますのも、以前から議会であっ

たり委員会であったりさまざまなところで、

まずは保護者であり、園児でありの要望を聞

いていくというのが流れやったんかなと私は

記憶しておりますが、今の話でいきますと、

主導権は市であり指定管理者にあると。その

流れが決まった上で保護者に説明会を開いた。

そして、来た人数も約50％ということであれ

ば、やはり今の段階で事前にきちんとアンケ

ートをとって、意見収集をしてからでないと、

あくまで予定なんですけれども、中途半端な

２月15日でいいんかどうかというのはちょっ

と判断できないんではないかと思います。 

 また、特に小さいお子さんなので、途中で

園舎が変わるということについては相当なプ

レッシャーもかかってくると思うんです。指

定管理者がそれ専門なのでということの答弁

が返ってくると思うんやけども、じゃ、指定

管理者、今まで年度の途中で移動したことあ

るんかいというのも僕らは気になるんですけ

れども、そのあたりについてはいかがでしょ

うか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）今ご質問の、

実は内容に含まれていた部分、お子さん方々

の変化に対するストレス、そこが一番保護者

の方々も心配、ご懸念されている部分であろ

うかなと。まさにそういうことを考えれば、

それを一番理解されておるのは運営法人であ

るというふうに考えています。 

 当日、説明会の中でもそれに関するご質問

が多かったです。それに対して、法人、こど

も園がどういうふうなサポートをしていきま

す、できるだけ変化はないように、先生も同

じ先生が来てというふうな、かなり細かいお

話までされておったので、私どもとしては、

まず運営法人の判断によりたいなと、時期に

ついては。そういうふうに考えております。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）あと、アンケートのほ

うも今からとってほしいと先ほど言ったんで

すけれども、そのあたりについてはいかがで

すか。 
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○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）実際、今考え

ていますのは、この間の説明会の質疑の内容

を聞いておりますと、出てくれた方の大半の

方はもう受け入れてくれるということは理解

できました。それと、案内を出す段階で、あ

るいは11月10日にも２月中旬頃というような

ご案内も差し上げている中で、園の中で個別

に、これは個別な話ですけれども、園長のほ

うにいろんなご意見もいただいていおるとい

うふうに聞いております。 

 それと、２月15日の案を私どもの物理的な

現場の可能性と、２月15日以降大丈夫ですよ

というのと、それを受けてこども園としても

教育・保育を行う上で２月15日が最適と考え

ていますという考えをお示しした上での開催

案内ということであったので、──────

────────────────────

───。当然、中には来れない方もいらっし

ゃいます。それは重々承知しておりますが、

そこらあたりはもうちょっと時間をかけてフ

ォローできるところはフォローしていきたい

なというふうに考えております。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）もう１回確認したいん

ですけども、主導権は、今までの答弁、この

中での話では、まず保護者・園児ということ

やったんですけれども、今、部長からいった

ら、指定管理者のほうというふうに受け取れ

るんです。ですから、やはりそこをもう１回

きっちりせんと。夕方から説明会されたとい

うことなんですけども、やはり都合がつかな

い方もたくさんいらっしゃると思うので、ア

ンケートなりということで、説明会の内容を

ちょっと知らないんですけれども、２月15日

からいけますよというような説明をしていく

ということは、何かそれを誘導しているよう

にも受け取られるのちゃうかなと感じます。

────────────────────

────────────────────

────────────────────、

もう一度主導権、市なのか指定管理者なのか、

園児であり保護者なのかというところも踏ま

えて答弁いただけますか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）冒頭ちょっと

触れました、まず考え方としては、園児の方

を中心に考えるというのがスタンスです。そ

うなってくると、それが一番わかっているの

は運営法人、いわゆる現場で子どもたちの成

長状況なり、結局、今度移行したときのスト

レスの発生具合、それに対する対応等々、一

番わかっているのは運営法人ですというふう

に感じています。ということは、そういう意

味から、期日については法人主導でやってい

ただくというふうに考えております。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第23号と

議案第24号については、委員会の付託を省略

いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより、２件一括して討論を行います。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第23号 橋本市立こども園

条例の一部を改正する条例について と、議
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案第24号 橋本市立保育所条例の一部を改正

する条例について の２件を一括して採決い

たします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第23号と議案第24号の２件に

ついては原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第29 議案第25号 橋本市立公民館設

置及び管理条例の一部を改正する条例につ

いて と、日程第30 議案第26号 橋本市

立文教施設利用に関する条例の一部を改正

する条例について の２件 

○議長（中本正人君）日程第29 議案第25号 

橋本市立公民館設置及び管理条例の一部を改

正する条例について と、日程第30 議案第

26号 橋本市立文教施設利用に関する条例の

一部を改正する条例について の２件を一括

議題といたします。 

 これより、２件一括して質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第25号と

議案第26号については、委員会の付託を省略

いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより、２件一括して討論を行います。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第25号 橋本市立公民館設置

及び管理条例の一部を改正する条例について 

と、議案第26号 橋本市立文教施設利用に関

する条例の一部を改正する条例について の

２件を一括して採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第25号と議案第26号の２件に

ついては原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第31 議案第27号 橋本市児童遊園設

置及び管理条例の一部を改正す

る条例について 

○議長（中本正人君）日程第31 議案第27号 

橋本市児童遊園設置及び管理条例の一部を改

正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第27号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの
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で、討論を終結いたします。 

 これより議案第27号 橋本市児童遊園設置

及び管理条例の一部を改正する条例について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第32 議案第28号 橋本市営自転車等

駐輪場設置及び管理条例の一部

を改正する条例について 

○議長（中本正人君）日程第32 議案第28号 

橋本市営自転車等駐輪場設置及び管理条例の

一部を改正する条例について を議題といた

します。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）林間の有料の駐輪場の

時間の変更なんですけれども、今までも建物

だということで、人が管理していたと思うん

ですが、24時間になっても24時間管理人の方

がいらっしゃるような形になるんでしょうか。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）お答えします。 

 一応、時間帯については、現在、朝の６時

半から午後の10時までということになってお

りまして、今回24時間のオープンということ

になるわけでございますけれども、現状では

この時間を超えてでの職員といいますか、管

理人の配置については考えておりません。た

だ、その部分での保安上といいますか、安全

対策については今後指定管理者とも十分協議

を進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（中本正人君）８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）付則で来年の１月１日

から施行するとなっているんですけども、そ

うしましたら、夜間の場合どうするかという

ことがこれからということになりますけれど

も、十分間に合うんでしょうか。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）実は、現状なんで

すけれども、先ほど申しましたように、朝の

６時半から午後の10時ということなんですけ

ども、実はその時間帯以外にも始発の時間で

いきますと、林間のほうについては５時11分

ということで、始発から利用開始までの時間

がございます。また、午後10時以降について

も電車のほうがございまして、時間を超えて

での電車の本数というのが20本ございます。

この間で現在もなかなかそういう方で利用さ

れる方がいてるということで、締め切れない

というふうな実情がございます。 

 過去にこの時間帯の中で、事故であります

とか、あるいは盗難でありますとかといった

ところについては現在確認できている範囲で

は一切ございません。ということもあるわけ

でございますけれども、ただ、当然その可能

性もあるわけでございますので、できる範囲

の中で安全対策については考えていきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第28号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第33 議案第29号 橋本市自転車等の

放置防止条例の一部を改正する

条例について 

○議長（中本正人君）日程第33 議案第29号 
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橋本市自転車等の放置防止条例の一部を改正

する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）ちょっと勉強させてい

ただきたいんです。放置禁止区域とはという

のが一点と、保管というのが、定義というか

保管の期間、この二つ教えてください。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）まず、自転車の放

置防止条例の中の第７条でございますけども、

ここに放置禁止区域の指定という部分がござ

います。ここでは、自転車等の放置により良

好な生活環境が著しく阻害されている地域に

ついて、自転車等の駐輪場が整備されている

と認められる場合には、当該地域内の公共の

場所を自転車等の放置禁止区域として指定す

ることができるということになっておりまし

て、現状では、平成４年に指定をいたしまし

た三石台地区のみがこの地域ということで指

定されてございます。 

 それから、期間についてでございますけど

も、通常、放置の状態になりますと警告書な

りを張りまして、警告書については約７日間

張るわけでございますけども、その後、保管

につきましては、撤去をしてから処分するま

での間でいきますと、約80日間、処分するま

での間については約80日間という日数になろ

うかと思います。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）今の件ですけども、そ

れまでにこれは自分のものだと回収に来た人

については、ペナルティーって何かあるんで

すか。手数料なんか取るんですか。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）お答えします。 

 条例の中の第11条でございますけども、撤

去・保管したときにつきましては、費用の徴

収ということで定められた費用についていた

だくことになってございます。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）額はいくらぐらいなん

ですか。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）額につきましては、

自転車につきましては１台について1,000円、

原動機付自転車、自動２輪につきましては１

台につきまして1,500円となってございます。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第29号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第29号 橋本市自転車等の放

置防止条例の一部を改正する条例について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし
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た。 

 この際、午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時54分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（中本正人君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）議案第23号及

び議案第24号の質疑の際、私の答弁の中で一

部不適切な発言があったので、この部分の削

除をお願いいたします。 

 申しわけございません。 

○議長（中本正人君）この際、お諮りいたし

ます。 

 健康福祉部長から、ただ今のとおり発言の

一部を取り消したい旨の申し出がありました。 

 この取り消し申し出を許可することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、健康福祉部長からの発言の取り消

し申し出を許可することに決しました。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

                     

 日程第34 議案第30号 橋本市職員の退職

手当に関する条例の一部を改正

する条例について 

○議長（中本正人君）日程第34 議案第30号 

橋本市職員の退職手当に関する条例の一部を

改正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第30号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第30号 橋本市職員の退職手

当に関する条例の一部を改正する条例につい

て を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第35 議案第31号 橋本市消防団員等

公務災害補償条例の一部を改正

する条例について 

○議長（中本正人君）日程第35 議案第31号 

橋本市消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第31号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 



－218－ 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第31号 橋本市消防団員等公

務災害補償条例の一部を改正する条例につい

て を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第36 議案第32号 橋本市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例について 

○議長（中本正人君）日程第36 議案第32号 

橋本市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の一部を改正する条例について を議題

といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第32号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第32号 橋本市国民健康保険

税条例の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 


